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1　問題意識

　近年，PC やスマートフォン等の通信環境，インターネット上のファイル保存環境など，情報通
信技術（ICT）の利用可能性が飛躍的に拡大し，働き方に大きな変化を及ぼしている。政策的にも，
在宅勤務やモバイルワーク等のテレワーク拡大が積極的に議論されている（1）。本稿では，在宅勤務
制度の適用者に限らず，ICT を活用して自宅で業務関連の作業・活動を行うことが実態としてど
のようにあるのか，また，その背景，問題は何かを実証的に検討し，ワーク・ライフ・バランスの
観点から問題提起をする。
　ICT を活用して勤務先の外で仕事をする働き方はどのくらい広がっているのか。国土交通省「平
成 31 年度（令和元年度）テレワーク人口実態調査」によると，雇用型テレワーカーの割合は
14.8% である（2）。業種や職種による差もあり，業種別では，「情報通信業」（35.8%）や「学術研究，

（1）　テレワークは，情報通信技術（ICT）を利用し，時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方と定義される。
テレワークの定義・分類や現状については，柳原（2019）による整理を参照。なお，2020 年以降，新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防止の観点から，国や地方自治体より出勤者削減が要請され，企業においても在宅勤務・
テレワークを制度適用する動きが急速に広がっている。テレワークをめぐる状況は一変しているが，本稿は，こう
した新型コロナウイルス感染症拡大以降の在宅勤務の実態・課題を直接の主題とするものではない。

（2）　国土交通省（2020）「平成 31 年度（令和元年度）テレワーク人口実態調査―調査結果の概要」参照。同調査
でのテレワーカーの定義は，「これまで，ICT 等を活用し，普段仕事を行う事業所・仕事場とは違う場所で仕事を
したことがあると回答した人」である。そのうち，雇用型テレワーカーには，会社や官公庁等の雇用労働者（非正
規を含む）におけるテレワーカーが該当し，自営業・自由業の者は除かれる。本文中に示した数値（14.8％）には
制度等に基づかない者も含まれるが，テレワーク制度等が導入されている雇用型テレワーカーの割合は 9.8% で
あった。なお，同調査の調査時期は 2019 年 10 月であり，新型コロナ問題発生以前の状況を示している。
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専門・技術サービス業」（29.5%）で，職種別では「管理職」「営業」「研究職」などでテレワーカー
比率が高い（3）。ICT を用いて「場所にとらわれない柔軟な働き方」をする人は，ホワイトカラー労
働を中心に広がりを見せつつある。
　場所にとらわれない柔軟な働き方には，次のようなメリットが考えられる。例えば，自宅等でも
業務上の連絡調整や文書作成を行えることは，勤務先でのみ業務を行う場合と比べて，顧客とのア
ポイントを迅速に固めることができたり，時々の必要に応じて早急に資料を準備できたりするな
ど，日々の仕事をより円滑に進め，成果を上げることに寄与するだろう。また，在宅勤務制度が適
用され出社の必要が少なくなれば，通勤時間を削減できたり，家庭生活や私生活上の都合に柔軟に
対応できたりするだろう。
　反面，マイナス面も考えられる。情報セキュリティや成果管理の面での難しさもあるが，ワー
ク・ライフ・バランスの観点からは，仕事と仕事以外の（場所的・時間的な）境界が曖昧になるこ
とで，いつでも，どこにいても仕事から解放されない状態になり，仕事によって生活時間が実質的
に侵食されてしまう懸念が挙げられる。
　そうした「働きすぎ」の問題は，長時間労働とも重なる部分があるが，従来型の残業概念では捉
えきれず，対応が難しい側面もある。長時間労働については，2018 年に「働き方改革関連法」が
成立し，時間外労働の明確な上限が定められるとともに（4），個々の企業でも，オフィスの強制消灯
やノー残業デーの徹底など，日々の残業時間に上限を課したり，在社時間管理を厳格化したりする
など，是正の取組みが進んでいる。ただ，ICT 利用によって働く場所が柔軟化すると，こうした
残業規制や管理のみでは対応しきれない恐れがある。それは，会社の制度や上司の指示によらず自
宅等で適宜 ICT を用いて仕事をする社員に対して，在社時間を把握・管理するだけでは，仕事に
関わる時間の総量を管理しているとは言えなくなるからである。
　日本では，古くから「持ち帰り残業」の慣行が存在していた（5）。それは，会社での勤務時間内で
終わらなかった業務を，自宅等で「自主的に」こなすものである。ただ，「持ち帰り残業」は，そ
れが自主的に行われている場合でも，その背景に膨大な業務量やタイトな業務スケジュールが課さ

（3）　職種別の数値は，上記資料には記載がないが，2017 年の同調査結果を参照すると，職種別では「管理職」
（33.2%），「営業」（29.2%），「研究職」（28.7%）などにおいてテレワーク実施割合が高い。

（4）　働き方改革関連法（労働時間規制に関しては，労働基準法の改正）は，大企業では 2019 年から，中小企業にお
いては 2020 年から施行されている。同法によって，時間外労働については，月 45 時間，年 360 時間という上限

（原則）が法的に定められた。繁忙期など，臨時的な特別の事情がある場合でも，年 720 時間以内，単月 100 時間
未満（休日労働を含む），複数月平均 80 時間以内（休日労働含む）を限度に設定することが求められる。

（5）　日本企業はコミュニティ的性格をもつと言われるが（例えば，間（1996）参照），それはメンバー従業員の生活
保障をもたらす反面，メンバーに私生活よりも会社や生活を優先させる職場規範を形作ってきた。コミュニティの
一員として働く労働者も，勤勉性や会社へのコミットメントに高い価値を置く職業倫理をもつ。そのひとつの現れ
が，賃金対価が支払われない「サービス残業」と言え，持ち帰り残業は，多くの場合，「サービス残業」の性格を
あわせ持つ。
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れているのであれば，労働時間性を問われる対象とされる（6）。
　以前は「風呂敷残業」とも言われた「持ち帰り残業」は，ノート PC，USB，会社貸与のスマー
トフォンなど，ICT の利用可能性拡大によって，いまや格段に容易になっている。では，ICT を
用いた自宅での作業は「持ち帰り残業」と全く同じものと考えてよいだろうか。実態を見ると，や
や異なる性質があるとも考えられる。というのは，ICT を用いた自宅での業務関連活動のうちに
は，自身の仕事をより円滑に進め，アウトプットを高めるために労働者自身の適宜の判断で行われ
る追加的な活動，例えば，メールや携帯電話による連絡・調整や，PC による情報収集などが含ま
れ，これらは，「所定時間内（勤務先）でこなしきれなかった業務を行う」という意味での「持ち
帰り残業」概念では括りにくい活動と言えるからである。
　ICT 利用可能性の高まりによって，そうした業務関連の作業・活動を就業時間外に適宜行える
余地が拡大した。それによって業務をより円滑に進め，成果を高められるメリットがある。ただ，
自宅等でそうした作業・活動を行うかどうか自体が働く者自身の判断によるものであっても，膨大
な業務量やタイトなスケジュールを背景としてそれが行われている場合や，結果として労働者自身
のワーク・ライフ・バランスが損なわれている場合があるならば，労働問題として扱われるべきも
のとも考えられる（7）。本稿では，こうした問題意識に基づき，ICT 時代の働き方の課題を考察する。

2　柔軟な働き方と業務負荷に関する先行研究

　まず，制度的テレワークと過重労働との関係については，制度適用者が長時間労働になるか否か
を検討した萩原・久米（2017）があり，そこではテレワークの過重労働性は否定されている（8）。た
だ，本稿は，以下の点で問題関心を異にする。本稿は，在宅勤務等の制度適用者に限らず，実態と
して ICT を活用して自宅で作業を行う者を対象とし，そうした働き方をする背景を検討すること
で，ワーク・ライフ・バランス上の課題を検討しようとするものである。
　制度適用者に限らず，場所的・時間的に柔軟な働き方が「いつでもどこでも仕事」という形で
ワーク・ライフ・バランス上の問題を生じさせうることは，国内外の既存研究で議論されてきた。
例えば，浅野・権丈（2011）では，持ち帰り残業が労働時間満足度や生活満足度に負の影響を及ぼ
すことが示され，自宅で仕事をすることが，ワーク・ライフ・バランス上の問題を生じさせること

（6）　吉田（2002）は，労働時間か否かはあくまで指揮命令下の労働であるか否かで判断しなければならないとしつ
つ，近年の労務管理はノルマなどを通じて指揮命令を及ぼしていることから，具体的な残業命令がなくても，重要
度が高く，緊急に処理せざるを得ない場合に，労働者が「自発的」に自宅に仕事を持ち帰るとし，自宅残業の労働
時間性について問題提起している。

（7）　本稿では，こうした活動を「自宅での ICT 作業」と呼ぶ。「テレワーク」という言葉で扱うことも可能である
が，「テレワーク」という言葉は，所定労働時間に行われる業務の方法・場所に関して議論する場合など，「まと
まった量の労働」をその対象として想起させるものである。これに対し，本稿のデータで多く見られる，業務上の
連絡・調整，情報収集等の活動は，その時々の必要に応じて適宜行われるものであり，テレワークという言葉で想
起される「まとまった量の労働」とは性格的にやや異なる。そのため，実態を正確に記述し，課題を抽出すること
を目的とする本稿では，このように便宜的に呼ぶこととした。

（8）　萩原・久米（2017）においては，制度的なテレワーク就業者が長時間労働になるかどうかが分析され，分析の
結果，長時間労働にはならず，男性において家事時間が多くなるという分析結果を示す。
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が指摘される（9）。また，大石（2017）では，「24 時間週 7 日経済」の現代において，夜間など非典
型的な就業時間帯の労働が拡大することで，子育てなどのワーク・ライフ・バランスに負の影響を
及ぼすことが論じられる。
　では，自宅で仕事をすることで，ワーク・ライフ・バランスはどのように阻害されうるのか。実
証的な先行研究は，自宅にいる時（仕事以外の時間）に，仕事関係の連絡を受けたり，仕事関係の
用事をしたりすることを，仕事と生活との境界を曖昧にし，生活時間（生活領域）の侵食をもたら
すものとして問題にする（10）。例えば，Schieman and Glavin（2016）では，仕事以外の時間におい
てどのくらい仕事関連の活動を行うかといった観点から，仕事・家庭役割の曖昧性（work-family 
role blurring）が測られ，仕事と家庭生活との両立葛藤（work family conflict）という問題が指摘
される（11）。境界の曖昧性がワーク・ライフ・バランス上の問題となるか否かは，個人（仕事や生活
の状況，価値観等）による差があるとも考えられるが（12），先行研究では，境界が曖昧になることに
よって，実質的に，仕事によって生活領域（生活時間）が侵食されうることが論点とされてき
た（13）。仕事関係の連絡・調整や文書作成に使われる ICT は，自宅に仕事を持ち込むことを容易に
し，仕事・生活の境界を曖昧にするツールと言える。
　どういう者において自宅に仕事が持ち込まれやすいのか。既存研究は，性別や職業的地位の差異
に着目する。Schieman and Glavin（2008）は，仕事の自律性やスケジュールのコントロールがあ
る男性ほど，自宅に仕事が持ち込まれやすいと論じる（14）。また，Schieman et al.（2009）は，高所
得層など職業的地位の高い人では，裁量性が高いにもかかわらず，仕事と仕事以外との境界が曖昧
になり，家庭生活との両立問題が生じやすいと論じる。先行研究では，このように，裁量性が高い
はずの専門職や管理職などのホワイトカラーにおいて，実際は，仕事から解放されにくい状況にな
りうることが指摘される。

（9）　千野（2019）も，ICT 作業を行う人の中で，テレワーク制度が適用されていない場合，幸福度，生活満足度が
低下し，労働時間が長くなる結果を示し，ICT 利用による「持ち帰り残業」の問題を提起する。実際にどのよう
な作業が ICT を活用して行われ，どのようなワーク・ライフ・バランス上の問題が生じうるかは，示されていない。

（10）　Schieman and Glavin（2008）（2016），Schieman et al.（2009），Wheatley（2017）等。
（11）　「仕事以外の時間において，どのくらいの頻度，仕事関係の電話連絡を受けるか」「仕事以外の時間において，

どのくらいの頻度，仕事関係のメールや文書を読むことがあるか」「仕事以外の時間において，どのくらいの頻度，
仕事関係の用事で人と連絡をとることがあるか」「自宅にいるときに，どのくらいの頻度，仕事の用事と家庭の用
事を同時にこなそうとしているか」「仕事をしていないとき，どのくらいの頻度，仕事関係のことを考えることが
あるか」といった尺度で，「仕事・家庭役割の曖昧性」が測られる。

（12）　松浦（2020）は，仕事と私生活の境界に関する研究動向をレビューしている。そこでは，仕事と私生活が，双
方向に影響（ポジティブ・ネガティブ両方の影響）を及ぼしうるという研究のほか，技術革新に伴って仕事と私生
活との境界が曖昧になる中で，バウンダリーマネジメント（境界管理）の研究が重要性を増していることが議論さ
れる。境界管理に関しては，個人が仕事と私生活をどの程度分離もしくは統合したがるかという「区分の選好」が
関わることも指摘される。

（13）　上述の先行研究に加え，松浦（2019）では，ホワイトカラーにおいて，仕事をするときと仕事をしないときの
「けじめ」がつけられているかという観点から分析が行われている。そして，時間的なけじめをつけられている人
では，資料の持ち帰りや自宅でのメールチェックなどを限定的（制御的）にしており，時間配分に対する満足度が
高いという結果を得ている。同論文からは，仕事・生活の境界に対する自己管理の重要性が示唆される。

（14）　就業時間外に仕事関係の連絡を受ける頻度について，男性は女性に比べて高いという結果を示す。
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　なぜそうした者が，会社以外の場所でも仕事をするのか。ひとつには，自身の業務をより円滑に
進めてアウトプットを高めるといった目的が考えられる。働く時間や場所に関わる自由度が高い場
合，勤務先のみで働くよりも，その時々の必要に応じて時間的・場所的に柔軟に働けるほうが，高
い成果を得るために望ましいからである。それは，一見「サービス残業」に見える行動であって
も，経済合理的な行動である可能性もある。高橋（2005）は，ホワイトカラーの「サービス残業」
が，長期的に見れば報酬を得ていることを実証し，経済合理性のある行動であると指摘した。短期
的には金銭的報酬に結びつかなくとも，自身の生産性を上げる（アウトプットを高める）ために，
自宅等でも業務関連の活動を行うことが考えられるだろう。勤務場所の柔軟性は，こうした業務の
円滑化と成果の向上に寄与するものと考えられる。
　ただ，専門職や管理職，職業的地位の高い人が「いつでもどこでも仕事」という働き方になる背
景は，場所的柔軟性の高さや業務成果の追求だけでは説明しきれない部分がある。膨大な業務量，
タイトな業務スケジュールなど，本人に課されている仕事の要求水準（本稿では「業務負荷」とい
う言葉で議論する）が高いことも背景にあると考えられるからである。例えば，小倉（2007）は，
管理職・専門職など，緩やかな労働時間管理を適用される者が長時間労働になる背景として，労働
時間を自由に決定できる限度を超えたところに，彼らに求められる業務量があると指摘する。一定
の裁量性を許容する雇用管理の下で，従業員が働きすぎに陥るリスクがあることは，海外の研究で
も論じられてきた（15）。
　ICT 時 代 の 業 務 負 荷 に つ い て， 近 年 の 欧 米 の 研 究 で は，「 労 働 強 度 の 上 昇 」（work 
intensification）概念に基づいた検討もされてきた。近年の労働強化の議論は，労働時間の長さ以
外の側面も含めて，業務負荷を直接捉えようとする点に特徴がある（16）。例えば，就業時間内におけ
る仕事のペースや労働密度も重要な指標である。常に速いスピードで業務量をこなさなければなら
ない場合，あるいはタイトな締切りの下で働かなければならない場合，当然，仕事はきつく，スト
レスフルになる。EU 諸国では，労働時間が短縮しているにもかかわらず，忙しさの感覚は増して
いることから，その要因として，情報通信技術の進展等を背景とした業務負荷の上昇が問題視され
たのである。
　そして，働く場所の柔軟性が高い場合，業務負荷の重さは，勤務先以外の場所を含めた「いつで
もどこでも仕事」の状態に容易に結びつこう。たとえ働く場所を自由に決められたとしても，膨大
な業務量が課されていたり，顧客との関係でタイトなスケジュールに追われていたりするならば，
場所的な柔軟性は「仕事が自宅にまで溢れ出す」結果をもたらすばかりだろう。会社・上司の明示
的な指示でなく，「仕事を少しでも進めたい」といった自己判断の下で行われる働き方であっても，

（15）　Sharone（2004）は，IT エンジニアにおいて，裁量を持たせる自己管理のマネジメント様式が競争主義的に運
用されることで，労働者の不安と競争があおられ，自ら進んで過重労働に身を投じることを論じる。また，Blair-
Loy（2009）は，株式仲買人において，従業員に時間的な柔軟性を付与している企業では，厳格に時間管理してい
る企業に比べて，従業員が顧客の要求への対応に振り回されやすく，仕事・家庭間のコンフリクトが生じやすいと
論じる。

（16）　労働強度については，Green（2006），Burchell et al.（2002）等参照。例えば，Green（2006）では，1990 年
代の欧州諸国において労働強度が高まったことが指摘される。労働強度は，「とても速いスピードで仕事をしなけ
ればいけない」「タイトな締切りで働かなければならない」という頻度から測られる。
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その背景に，膨大な業務量，タイトなスケジュールがあるならば，それは純粋な自己決定とは言い
がたい（17）。先行研究では，柔軟な働き方が，ワーク・ライフ・バランスを阻害しうるだけでなく，
健康やストレスにも悪影響を及ぼしうると指摘されている（18）。
　こうした先行研究をふまえ，以下では，ICT を活用して自宅で業務関連の作業・活動を行うこ
とが実態としてどのようにあるのか，また，その背景，問題は何かを実証的に検討する（19）。

3　分析課題と方法

（1）　分析課題
　前節で述べたように，ICT 時代には，特定の職種や比較的高い職業的地位のホワイトカラーを
中心に，仕事は会社内・勤務時間内で完結せず，生活時間・生活領域を侵食する場合がある。具体
的には，専門職・営業職や役職者等は，仕事の裁量性を一定程度有し，勤務先の外でも仕事が可能
という意味での柔軟性（本稿では「働く場所の柔軟性」という）も比較的有しており，仕事のアウ
トプットを高めるために自宅でも ICT を活用して適宜作業を行うことが可能となっている。ただ，
彼らが実際に場所にこだわらず働く背景には，そうした柔軟性の高さや自発的な成果追求ばかりで
なく，課されている業務負荷が関係するのではないか。この点，戸田・安井（2009）でも，仕事量
が多い人ほど持ち帰り残業をする傾向が示されているが，専門職や役職者等の自宅での ICT 作業
は，戸田・安井（2009）の想定するような「持ち帰り残業」と性質がやや異なる。というのは，先
に述べたように，本稿で扱う ICT 作業は，メールや携帯電話を通じた連絡・調整や，PC による情
報収集など，「会社で（就業時間内に）こなしきれないから自宅で行う」ものというより，「会社以
外の場所でも行うことで仕事のアウトプットがより高まるから行っている」ものであり，従来型の

「持ち帰り残業」概念の想定する活動と異なると考えられるからである。ただ，こうした ICT 作業
であっても，重い業務負荷（業務量，タイトな締切り・スケジュール等）を背景に行われている可
能性がある。これが第一の分析課題である。
　あわせて，そうした働き方は，生活時間の侵食という形でワーク・ライフ・バランスを阻害する
懸念がある。といっても，自宅での ICT 作業の時間（仕事の時間）が長いことが問題なのではな
い。短時間であっても自宅での作業がたびたび発生することで生活時間・生活領域が侵食されてい
るのではないか。また，そうした事態は，自分の判断に基づいて自宅で適宜作業をしている者で顕
著に見られる可能性がある。つまり，自己判断の下で自宅で連絡・調整や文書作成等をしているに

（17）　前述の吉田（2002）も参照。
（18）　Eurofound and the International Labour Office（2017）では，勤め先以外で仕事をしない人に比べて，勤め先

以外で情報通信機器を使って仕事をする人，とりわけ，週に複数回，2 ヶ所以上の場所で仕事をしている人（同報
告書では「頻繁なモバイル勤務」という）では，ストレスを感じる頻度が高く，健康に悪影響を感じる割合も高い
ことが示されている。報告書は，その背景として，モバイル勤務といっても，実質は，勤務先で終わらなかった仕
事を行っているという状況が関係するのではと推測している。

（19）　前述のように，本稿が主に扱う対象は，従業員が自己判断の下に ICT を用いて自宅で適宜行っている作業（連
絡・調整や文書作成等）であり，「テレワーク」という言葉で想定される「まとまった量の労働」とはやや異なる
ことから，「自宅での ICT 作業」という用語で考察している。
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もかかわらず，その働き方によって，自らのワーク・ライフ・バランスを阻害する結果に陥ってし
まっているのではないか。これが第二の分析課題である。こうした点を検証する。

（2）　データ
　分析に用いるデータは，労働政策研究・研修機構が 2014 年に実施した「情報通信機器を利用し
た多様な働き方の実態に関する調査」（企業調査・従業員調査）の企業・従業員マッチングデータ
であり，主に従業員調査の項目を用いて分析する（20）。同調査は，PC やスマートフォンなどの情報
通信機器を活用して，通常の勤務先以外の場所で仕事をする者の実態を調査したものである（21）。
　分析では，正社員に限定し，働く場所の柔軟性の高さ，ICT を活用した自宅での作業について
検討する。データからは次のように識別した。働く場所の柔軟性については，「あなたは自分の仕
事を自宅や電車内，喫茶店など会社以外の場所でどの程度，遂行可能だと思いますか？」という設
問における「かなり可能」「ある程度可能」への回答を「柔軟性あり」とした。自宅での ICT 作業
有無については，「あなたは所属している勤務先の通常の勤務場所以外で仕事（E メールや電話な
ど情報通信機器を使ったテレワーク）をすることがありますか？」という設問で「ある」と回答し
た者のうち，就業場所・就業頻度を問う設問で，「自宅」で「週に 1 日以上」仕事をすると回答し
た者を，「自宅での ICT 作業あり」とした（22）。

4　分　析

（1）　働く場所の柔軟性，自宅での ICT 作業の所在―属性による差異
　働く場所の柔軟性，自宅での ICT 作業実施それぞれの有無と属性との関係を確認しよう（次頁表 1）。
性別，配偶者有無，最終学歴，勤め先企業の業種，勤め先企業規模，職種，役職，勤続年数，年収

（20）　マッチングデータとは，従業員アンケート調査の個票データに，所属企業の調査結果が紐付けられているデー
タのことである。本稿では，企業データについて，主に回帰分析において企業特性をコントロールする目的から，
業種と従業員規模の情報のみ用いる。

（21）　従業員規模 1 人以上の日本全国の企業 1 万社および，その企業で働く従業員 6 万人を対象にしている。従業員
票は，企業を通じ，非正規を含む常用の従業員のうち，「在宅勤務者」「モバイルワーカー」「その他の一般従業員」
のそれぞれ 2 名ずつに配布するよう企業に依頼し，「在宅勤務者」「モバイルワーカー」がいない場合，その分を

「その他の一般従業員」に配布するよう依頼している。こうした調査の性格から，本データは，ICT を活用して勤
務先以外で仕事をしている人を多く含むサンプルとなっている。回収率および回収票数は，企業調査が 16.6%，
1,661 票，従業員調査が 9.1%，5,451 票である。調査の詳細は，労働政策研究・研修機構（2015）を参照。上記の
ような調査の性格から，傾向を読むときは，日本社会の労働者の平均的な姿を表しているわけではないことに留意
が必要である。

（22）　調査票ではテレワークという用語を用いているが，実態として制度適用以外の実施者が大半であること，ま
た，作業内容の性格，1 日あたりの作業時間から，本稿では「自宅での ICT 作業」として分析する。なお，自宅
で ICT を活用した作業をすることがあっても，その頻度が週 1 日未満の場合（「月 1 ～ 3 日程度」「月に 1 日未満」
のケース）は，その働き方が日常的なものとは言えず，ワーク・ライフ・バランスとの関係を問うのは不適当と判
断し，本稿の「自宅での ICT 作業あり」に含めないこととした。また，以下の検討では，図表で扱う変数で欠損
値のないサンプルを対象とした。したがって，本文中に集計結果の数値のみを示す設問によっては無回答サンプル
があり，その際は有効回答数を表記している。
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表 1　働く場所の柔軟性，自宅での ICT 作業実施の有無

N
働く場所の柔軟性 

有無（行 %）
自宅での ICT 作業 
実施の有無（行 %）

あり なし あり なし
全体 3737 23.7% 76.3% 3.8% 96.2%

性別 男性 2388 25.6% 74.4% 4.7% 95.3%
女性 1349 20.2% 79.8% 2.1% 97.9%

年齢

20 代以下 639 20.0% 80.0% 1.3% 98.7%
30 代 1193 27.4% 72.6% 3.4% 96.6%
40 代 1185 24.0% 76.0% 5.1% 94.9%
50 代以上 720 20.3% 79.7% 4.4% 95.6%

配偶者有無 あり 2219 26.3% 73.7% 4.7% 95.3%
なし 1518 19.9% 80.1% 2.4% 97.6%

最終学歴
中学・高校 1046 16.9% 83.1% 2.8% 97.2%
短大・高専・専門学校 731 19.3% 80.7% 2.5% 97.5%
大学・大学院 1960 28.9% 71.1% 4.8% 95.2%

勤め先業種

建設業 345 26.7% 73.3% 2.3% 97.7%
製造業 882 28.6% 71.4% 3.6% 96.4%
情報通信業 126 34.9% 65.1% 7.9% 92.1%
運輸業，郵便業 230 18.3% 81.7% 3.0% 97.0%
卸売業，小売業 535 28.4% 71.6% 6.4% 93.6%
宿泊業，飲食サービス業 133 18.8% 81.2% 1.5% 98.5%
生活関連サービス業，娯楽業 94 31.9% 68.1% 4.3% 95.7%
教育，学習支援業 114 13.2% 86.8% 7.9% 92.1%
医療・福祉 108 25.9% 74.1% 5.6% 94.4%
その他サービス業 1170 17.5% 82.5% 2.5% 97.5%

職種

総務・人事・経理 1891 21.9% 78.1% 2.4% 97.6%
一般事務・受付・秘書 568 16.7% 83.3% 1.4% 98.6%
営業・販売 393 37.9% 62.1% 8.9% 91.1%
接客サービス 125 15.2% 84.8% 2.4% 97.6%
事務系専門職 71 52.1% 47.9% 11.3% 88.7%
技術系専門職 251 41.4% 58.6% 10.0% 90.0%
医療・教育系専門職 75 24.0% 76.0% 10.7% 89.3%
技能・労務職 363 13.5% 86.5% 2.5% 97.5%

勤め先企業 
規模

99 人以下 1046 20.6% 79.4% 3.9% 96.1%
100 ～ 299 人 923 23.4% 76.6% 3.0% 97.0%
300 ～ 999 人 1073 19.4% 80.6% 3.7% 96.3%
1000 人以上 695 35.4% 64.6% 4.6% 95.4%

役職
一般社員 1940 21.1% 78.9% 2.1% 97.9%
係長・主任クラス 904 24.9% 75.1% 4.0% 96.0%
部長・課長クラス 893 28.1% 71.9% 7.2% 92.8%

勤続年数

5 年未満 867 24.9% 75.1% 2.8% 97.2%
5 ～ 10 年未満 818 24.0% 76.0% 3.7% 96.3%
10 ～ 20 年未満 1124 23.8% 76.2% 4.4% 95.6%
20 年以上 928 22.2% 77.8% 4.1% 95.9%

年収

300 万円未満 896 16.9% 83.1% 1.8% 98.2%
300 ～ 500 万円未満 1633 21.1% 78.9% 2.5% 97.5%
500 ～ 700 万円未満 835 29.1% 70.9% 5.5% 94.5%
700 万円以上 373 39.4% 60.6% 10.2% 89.8%

労働時間制
度

通常の労働時間制度 2959 21.0% 79.0% 2.7% 97.3%
フレックスタイム制 291 45.0% 55.0% 10.0% 90.0%
変形労働時間制 263 18.3% 81.7% 2.7% 97.3%
みなし労働時間制 55 58.2% 41.8% 16.4% 83.6%
管理監督者 169 31.4% 68.6% 10.1% 89.9%

働く場所の 
柔軟性

あり 885 - - 12.2% 87.8%
なし 2852 - - 1.2% 98.8%

仕事の裁量
性

あり 3031 24.9% 75.1% 3.8% 96.2%
なし 706 18.3% 81.7% 3.7% 96.3%

業務負荷の 
重さ

重い 1609 27.0% 73.0% 5.7% 94.3%
軽い 2128 21.2% 78.8% 2.3% 97.7%
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との関係をみると（23），働く場所の柔軟性，自宅での ICT 作業実施有無ともに，性別，年齢，配偶
者有無，学歴，勤め先業種，職種，役職，年収，労働時間制度と関わりがあることがうかがえる。
例えば，業種別では「情報通信業」において，職種別では「事務系専門職」「技術系専門職」「医
療・教育系専門職」「営業・販売」といったホワイトカラー職種において，働く場所の柔軟性，自
宅での ICT 作業実施ともに該当割合が高いなど，業種や職種による所在の偏りがうかがえる。ま
た，役職別に見ると，高位の役職者ほど，働く場所の柔軟性，ICT 作業実施とも該当割合が高い。
さらには，年収別にみると，「700 万円以上」の層で特に，働く場所の柔軟性，自宅での ICT 作業
実施とも該当割合が高い。労働時間制度別では，「みなし労働時間制」など柔軟な労働時間制度の
適用者で該当割合が高い。このように，概ね，働く場所の柔軟性が高い者と，自宅で ICT 作業を
行っている者は多分に重なっている傾向がうかがえる（24）。
　仕事の性質との関係も示された。まず，仕事の裁量性との関係をみると（25），裁量性があるほど，
働く場所の柔軟性が高いという関係がうかがえる。業務負荷の重さとの関係をみると（26），業務負荷
が重い者ほど，自宅での ICT 作業実施割合が高いという関係がうかがえる。

（2）　自宅での ICT 作業の性格と働き方
　ICT を活用して自宅で業務関連の作業を行っている者は，その場所でどのような作業をしてい
るのか。行っている業務内容をみると，「業務上の連絡・調整」（75.6%），「業務上の文書作成」

（63.0%），「資料や情報の収集・整理」（51.1%）が多く挙げられた（27）。1 日あたりの平均時間をみる
と（次頁図 1），自宅で ICT 作業を行っている人の場合，42.6% が作業時間は「30 分以下」と回答
するなど，多くのケースで時間の長さはそれほど長時間とは言いがたい（28）。

（23）　職種において，「現場管理・監督」「製造・建設の作業」「輸送・運転」をまとめて「技能・労務職」とした。
役職については，役員以上は対象から除外している。また，「電気・ガス・熱供給・水道業」「金融業，保険業」

「不動産業，物品賃貸業」「学術研究，専門・技術サービス業」は，本データでは，ICT 作業実施に関わる該当サ
ンプルが少ないため，「その他サービス業」に統合して分析している。

（24）　なお，両者の傾向が一致しない場合もある。業種別では「生活関連サービス業，娯楽業」など，働く場所の柔
軟性が高い業種は他にも見られるが，自宅での ICT 作業実施ありの割合は高くない。また，企業規模別では「1000
人以上」規模において働く場所の柔軟性ありの割合が高いが，自宅 ICT 作業の実施割合が高いわけではない。

（25）　裁量性の指標は，「仕事のペースや手順を変えられる」（4 件法）に，「当てはまる」「やや当てはまる」と回答
があったケースを「裁量性あり」とした。

（26）　業務負荷の重さの指標は，「求められる仕事量が多い」「締切り・納期がタイトな仕事が多い」の項目（どちら
も 4 件法）への回答から作成した。回答を点数化（当てはまる =4 点～当てはまらない =1 点）し，2 項目の点数
を合計した上，6 点以上のケースを業務負荷が重いとみなした。

（27）　通常の勤務場所以外でどのような仕事を行っているかの設問への回答を集計した。有効回答 N=135 の中に占
める割合を表記。図表の掲載は割愛する。ただし，そうした業務が，自宅で行っている業務か否かは識別できな
い。

（28）　調査では，通常の勤務場所以外で仕事をすることがある人に対し，それぞれの場所における，1 日あたりの平
均仕事時間を尋ねていることから，自宅で週 1 日以上仕事をする人について，自宅での平均仕事時間を集計したも
のである。なお，本調査からは，自宅での仕事時間が，平日（通常の勤務先で仕事をしている日）に自宅でも仕事
をしている時間を表すのか，休日に自宅で仕事をしている時間を表すのかを識別できない。この点は限界である。
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　なお，本データにおける「自宅で ICT 作業を行っている人」の多くは，勤務先にも日常的に出
社している。自宅以外の就業場所と就業頻度をみると，通常の勤務場所への出社頻度は，「ほぼ毎
日」71.0%，「週に 3 ～ 4 日」10.5% であり，大半の者が，勤務先に日常的に出社しつつ，自宅でも
追加的に ICT 作業を行っている者であることがわかる（29）。他の場所での就業頻度をみると，「移動
中の交通機関・駅」で週 1 日以上仕事をする割合が約 3 割あり，顧客先や喫茶店で仕事をするケー
スもみられるなど，「どこでも仕事」の状態にあるケースが一定数あった。
　また，本データの限り，自宅で ICT 作業を行っている者のうち，在宅勤務制度等の適用の下で
行っている割合は高くない。会社の制度を利用している割合は 9.9% に過ぎず，「自分の裁量で実施
している」割合が 73.8% を占める（30）（次頁図 2）。本データの限り，大半の者が自己裁量に基づいて
自宅で ICT 作業を行っている様子がうかがえる。さらに，適用されている労働時間制度をみると，
通常の労働時間制度が 56.0% であり，日々の時間管理に一定の自由裁量がきく緩やかな労働時間制
度の適用割合は高くなかった（31）。
　こうした結果をもとにすると，実態として自宅で ICT 作業を行っている者の多くは，勤務先に
も日常的に出社しつつ（在宅勤務が専らなのではなく），業務の必要に応じて自己判断・裁量で自
宅等でも ICT を活用した作業を行っている者と推測することができる。

　

（29）　「所属企業の事業所（通常の勤務場所）」における就業頻度を集計した。有効回答 N=124 の中に占める割合を
表記。

（30）　「それは会社の制度（在宅勤務制度等）を利用しているものですか？」への回答を集計した。
（31）　有効回答 N ＝ 141 の中での割合を表記。緩やかな労働時間管理の適用について，「みなし労働時間制」（事業

場外労働のみなし労働時間制，裁量労働制）の適用割合は 6.4%，「管理監督者」は 12.1% であった。

図 1　1 日あたりの自宅 ICT 作業時間 
（自宅での ICT 作業実施者）N ＝ 141

30分以下
42.6%

30分超～
1時間以下

24.8%

1時間超～
2時間以下

19.1%

2時間超
13.5%



ホワイトカラー労働における自宅での ICT 作業の実態と課題（高見具広）

67

（3）　自宅での ICT 作業による生活時間の侵食
　そのような形で自宅において作業をしている者において，その働き方のメリット，デメリットは
何だろうか。まず，メリットについては，「仕事の生産性・効率性が向上する」（59.6%）の回答割
合がきわだって高い（32）。自宅での ICT 作業によって仕事のアウトプットが高まるというメリット
があることがうかがえる。一方，その働き方のデメリットとして当人が感じているものをみると，

「仕事と仕事以外の切り分けが難しい」（54.5%）が最も多く挙げられ，「長時間労働になりやすい」
（32.8%）が続く（33）。仕事のアウトプットを高めるためにそういう働き方が行われる一方，ワーク・
ライフ・バランスに困難を抱えやすいことがうかがえる。
　実際，自宅で ICT 作業を行っている者と行っていない者とでは，労働時間やワーク・ライフ・
バランスの面で違いが見られる。まず，労働時間の長さをみると（次頁図 3），自宅で ICT 作業を
行っている者は，行っていない者に比べて労働時間が長い（34）。加えて，自宅でもたびたび仕事関係
の用事が入り込むことで，身体的・心理的に仕事から解放されにくく，生活時間（生活領域）が侵
食される可能性もある。「仕事による生活時間の侵食」に関する具体的な指標との関係をみると

（次頁図 4），「一日の仕事になかなか区切りをつけられない」「仕事のために自分自身や家庭のこと

（32）　有効回答 N ＝ 136 の中での割合を表記。
（33）　有効回答 N ＝ 134 の中での割合を表記。
（34）　ただ，両者の因果関係を解釈するには留保が必要である。調査では，自己申告に基づく実労働時間が把握され

ているが，その時間数の中に，自宅等で文書作成をしたり連絡調整をしたりしている時間を含んでいるかが定かで
はないからである。そのため，自宅等での ICT 作業有無と労働時間との相関が見られたとしても，勤務先で長時
間労働をしている人が自宅等でも ICT 作業をしがちなのか，自宅等で ICT 作業をする時間も含めて労働時間が長
く申告されているのかは識別が難しい。本稿では，こうした解釈上の難点があることもあり，自宅での ICT 作業
と長時間労働との関係については，これ以上の分析・解釈は控えたい。ただ，図 1 に示すように，自宅での ICT
作業時間自体は，長時間である場合は少ない。

図 2　会社の制度利用等の有無 
（自宅での ICT 作業実施者）N ＝ 141
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を行う時間が十分にとれない」「家庭や自分の用事をしていても，仕事が気になって集中できない」
の程度が，自宅で ICT 作業を行っている者で相対的に高いことがわかる（35）。自宅で連絡・調整や
文書作成等を行っている者は，そうでない者と比べて，仕事と家庭生活との間でバランスを保ちに
くいと感じる傾向があると言える。属性や労働時間をコントロールした回帰分析で後ほど検証した
い。
　以上で見たように，本稿が対象とする，自宅で ICT 作業を行っている者の大半は，在宅勤務が
専らの者ではなく，勤務先のほかに自宅等でも自己判断の下で連絡・調整や文書作成等の作業を
行っている者であり，その働き方によってワーク・ライフ・バランスに問題を抱えがちであった。
こうした姿からは，場所的な柔軟性の高さや自己決定が，結果的に「いつでもどこでも仕事」の状
態をもたらしていることがうかがえよう。では，そうした働き方となる背景には何があるのか。表

（35）　仕事による生活時間の侵食に関する 3 項目は，調査票では「よくある」～「全くない」の 4 件法で尋ねられて
いるが，図 4 では，各項目について「よくある」「ときどきある」を合計した割合を，自宅での ICT 作業有無別に
示している。

図 3　月間総実労働時間―自宅での ICT 作業実施有無別
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図 4　仕事による生活時間の侵食：各項目の該当割合―自宅での ICT 作業実施有無別
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1 でも見たように，場所的な柔軟性や自己決定ばかりでなく，業務負荷の重さ（仕事の要求水準の
高さ）が関係すると考えられる。

（4）　自宅での ICT 作業実施の規定要因
　以上の検討をふまえ，まず，自宅での ICT 作業実施の規定要因分析を行う。上記のように，自
宅で ICT 作業を行っている者の大半は，制度適用や上司の指示によらず，勤め先にも日常的に出
社しながら，自宅等の場所でも仕事関連の連絡・調整や文書作成等を自己判断で適宜行っている者
である。それは，場所的な柔軟性が高い層であると同時に，業務負荷の重い層でもあると考えられ
る。まず，どういう者が，何を背景として自宅で ICT 作業を行っているかが，ここでの検証課題
である。
　分析方法は，自宅での ICT 作業実施有無を被説明変数とする二項ロジスティック回帰分析とす
る。投入変数は，性別，年齢，配偶者有無，最終学歴，勤め先業種，勤め先企業規模，職種，役
職，勤続年数，年収，労働時間制度，働く場所の柔軟性有無，仕事の裁量性有無，業務負荷の重さ
に関する変数である。分析の主な目的は，関連する変数をコントロールした上で，働く場所の柔軟
性，業務負荷の重さに関わる変数の影響を見ることにある。階層的重回帰分析の方法を用い，ま
ず，基本属性と自宅 ICT 作業実施との関連を見た後（モデル 1），働く場所の柔軟性，仕事の裁量
性に関わる変数（モデル 2），業務負荷に関わる変数（モデル 3）を追加的に投入し，結果の変化と
各変数の直接的影響を検討する。さらには，モデル 4 では，自宅での ICT 作業実施のうち自己裁
量によるものについて，同様の規定要因分析を行っている。
　結果をみよう（次頁表 2）。まず，自宅での ICT 実施有無に対し，基本属性変数のみを投入した
モデル 1 の結果から読む。業種，職種，役職，勤続年数，労働時間制度が，自宅での ICT 作業実
施の有無に関わる（36）。表 1 の分布と整合的であり，自宅での ICT 作業が，「技術系専門職」「営業・
販売」などのホワイトカラーや，部長・課長クラスなどの役職者，柔軟な労働時間制度が適用され
る者で行われやすいことがわかる（37）。
　次に，働く場所の柔軟性有無，仕事の裁量性有無の変数を投入したモデル 2 を読むと，モデルの
R2 乗値が大幅に上昇し，モデルの説明力が増加していることがわかる。加えて，「働く場所の柔軟
性あり」変数のオッズ比（Exp（B））が 1 より大きく，統計的に有意であり，働く場所の柔軟性が
ある者ほど，自宅での ICT 作業が行われる傾向が読み取れる。係数値の変化をみると，職種「営
業・販売」「技術系専門職」，労働時間制度「みなし労働時間制」層で，係数値が大きく低下し，統

（36）　ここでは，年収について有意な効果は検証されなかった。結果は表示しないが，年収は他の属性（職種，役職
有無や労働時間制度）と相関が強く，年収自体が ICT 作業実施有無に直接関係しないものと考えられる。また，
モデル 2 で投入する変数であるが，高所得層ほど働く場所の柔軟性が高い仕事に就いていることも関係すると考え
られる。

（37）　「管理監督者」は，労働時間規制が適用除外されるものであり，働く時間・場所について労働者の自己裁量に
委ねられる部分が大きいと考えられる。裁量労働制などの「みなし労働時間制」も，日々の実労働時間を柔軟に決
定できる部分がある。なお，「フレックスタイム制」の係数値解釈については，始業・終業時刻を柔軟に設定でき
るというのが同制度の性質であり，場所的に柔軟な働き方と直接関係するものではなく，労働時間制度に起因する
ものではないと考えられる。
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表 2　自宅での ICT 作業実施の規定要因（二項ロジスティック回帰分析）

モデル モデル 1 モデル 2 モデル 3 モデル 4

被説明変数 自宅での ICT 作業の有無 自己裁量による 
自宅での ICT 作業有無

Exp(B) 標準誤差 Exp(B) 標準誤差 Exp(B) 標準誤差 Exp(B) 標準誤差
性別：女性（基準：男性） .941 .255 .829 .266 .833 .267 .771 .319
年齢 1.147 .124 1.251 .129 1.267 .130 1.146 .154
配偶者有無：あり（基準：なし） 1.282 .227 1.204 .231 1.155 .232 1.371 .273
最終学歴（基準：中学・高校卒）
専門・短大卒 .777 .321 .673 .335 .689 .336 .910 .398
大学・大学院卒 1.122 .252 .937 .263 .968 .264 1.343 .313
勤め先業種（基準：製造業）
建設業 .738 .421 .659 .437 .698 .439 .782 .471
情報通信業 1.570 .407 1.876 .426 2.009 .428 .923 .591
運輸業，郵便業 1.601 .451 1.942 .471 2.169 .473 1.989 .546
卸売業，小売業 2.044 .279 * 2.273 .286 ** 2.352 .287 ** 2.016 .320 *
宿泊業，飲食サービス業 .665 .780 .753 .794 .749 .795 .504 1.077
生活関連サービス業，娯楽業 1.896 .587 1.679 .617 1.765 .612 2.293 .625
教育，学習支援業 4.411 .475 ** 8.741 .510 ** 9.323 .516 ** 7.409 .590 **
医療・福祉 1.983 .597 2.647 .614 2.904 .618 1.300 .820
その他サービス業 .975 .280 1.190 .292 1.227 .294 1.021 .330
勤め先企業規模（基準：99 人以下）
100-299 人 .862 .272 .815 .285 .789 .286 .912 .327
300-999 人 .993 .259 1.081 .269 1.056 .270 1.251 .305
1000 人以上 .739 .305 .641 .319 .632 .319 .579 .372
職種（基準：技能・労務職）
総務・人事・経理 .664 .402 .646 .411 .650 .411 .622 .490
一般事務・受付・秘書 .613 .520 .514 .535 .518 .536 .867 .591
営業・販売 2.452 .412 * 1.789 .429 1.707 .430 2.013 .498
接客サービス .950 .734 .964 .770 1.016 .759 1.134 .910
事務系専門職 2.684 .544 1.530 .564 1.491 .565 1.475 .649
技術系専門職 3.028 .436 * 2.022 .450 1.922 .451 1.790 .529
医療・教育系専門職 2.425 .658 1.960 .691 1.686 .700 3.216 .807
役職（基準：一般社員）
係長・主任クラス 1.420 .260 1.426 .267 1.391 .267 1.526 .307
部長・課長クラス 1.936 .297 * 1.882 .300 * 1.771 .300 1.864 .347
勤続年数 .976 .012 * .984 .012 .986 .012 .990 .014
年収（基準：300 万円未満）
300 ～ 500 万円未満 1.006 .329 .879 .340 .869 .342 .950 .415
500 ～ 700 万円未満 1.490 .376 1.125 .385 1.069 .386 1.399 .458
700 万円以上 2.065 .434 1.391 .444 1.296 .447 1.367 .530
労働時間制度（基準：通常の労働時
間制度）
フレックスタイム制 4.016 .263 ** 2.732 .276 ** 2.628 .277 ** 2.351 .315 **
変形労働時間制 .994 .416 1.037 .430 1.039 .428 .799 .546
みなし労働時間制 2.968 .428 * 2.037 .445 1.967 .445 1.129 .542
管理監督者 2.224 .320 * 2.186 .338 * 2.185 .340 * 1.647 .398
働く場所の柔軟性：あり（基準：なし） 9.796 .223 ** 9.759 .224 ** 8.718 .257 **
仕事の裁量性：あり（基準：なし） .723 .246 .764 .247 .752 .279
業務負荷：重い（基準：軽い） 1.639 .200 * 1.742 .232 *
定数 .009 .625 ** .004 .696 ** .003 .717 ** .002 .846 **
χ2 乗値 186.083 310.568 316.784 240.063
-2 対数尤度 1014.721 890.236 884.020 709.998
Cox-Snell R2 乗 0.049 0.080 0.081 0.062
Nagelkerke R2 乗 0.177 0.290 0.296 0.277
N 3737 3737 3737 3737
**1% 水準で有意 ,*5% 水準で有意。
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計的有意性が消滅しており，こうした者において，働く場所の柔軟性が高いことが，自宅での
ICT 作業実施に大きく関わっている可能性をうかがわせる。
　次に，業務負荷に関わる変数を追加投入したモデル 3 の結果を読む。「業務負荷：重い」変数の
オッズ比（Exp（B））が 1 より大きく，統計的に有意である。他の属性を一定としても，業務負荷
が重い者ほど，自宅で ICT 作業を行っている確率が高いと読むことができる。この結果からは，
自宅で ICT 作業を行っている背景として，重い業務負荷があることが読み取れる。
　最後に，モデル 4 で，自宅での ICT 作業実施のうち自己裁量によるものについて，規定要因分
析を行った結果を見よう。この結果も，モデル 3 の結果と大きな違いはなく，業務負荷が重い場合
に，自己裁量に基づく自宅での ICT 作業が行われやすいことがわかる（38）。

（5）　仕事による生活時間の侵食の規定要因
　最後に，自宅で ICT 作業を行っている者が，そうでない者と比べて，ワーク・ライフ・バラン
ス上の課題を抱えている可能性について検討する。被説明変数は，図 4 の 3 指標から作成した「仕
事による生活時間の侵食」（点数）とし，OLS によって検討する（39）。
　投入変数は，性別，年齢，配偶者有無，最終学歴，勤め先業種，職種，勤め先企業規模，役職，
勤続年数，年収，労働時間制度，働く場所の柔軟性有無，月間総実労働時間，自宅での ICT 作業
実施に関する変数である。分析の主な目的は，関連する変数をコントロールした上で，自宅での
ICT 作業実施が生活時間の侵食に与える影響をみることにある。また，モデル 2 では，自宅での
ICT 実施に関して会社の制度利用等に関する情報を加えた変数を投入し，モデル 3 では，自宅で
の ICT 作業時間に関わる情報を加えた変数を投入することで，どのような形での自宅 ICT 作業が
ワーク・ライフ・バランスを阻害しうるのかを検討した。
　結果を見よう（次頁表 3）。まずモデル 1 の結果から読む（40）。配偶者ありの場合，ホワイトカラー
職種や役職者の場合，高所得層の場合に，仕事による生活時間の侵食を感じやすいことがわかる。
加えて，「自宅での ICT 作業実施」の係数は，統計的に有意な正の値を示しており，自宅で ICT
作業を行っている者ほど，仕事による生活時間の侵食を感じていることが示されている。なお，こ
の分析では労働時間の長さがコントロールされており，その上でも自宅 ICT 作業による生活時間
侵食への影響が検証されたのが特徴である。図 3 で見たように自宅で ICT 作業をしている者は概
して労働時間が長い傾向にあるものの，回帰分析の結果を見る限り，（自宅での ICT 作業も含めて）
労働時間が長くなるから問題であるというより，自宅での ICT 作業があること自体がワーク・ラ
イフ・バランスの阻害に関わることが示された。

（38）　なお，対象サンプルがきわめて少ないため分析結果は割愛するが，「会社の制度利用による自宅での ICT 作業
有無」の規定要因分析をしたところ，業務負荷の重さの係数は統計的な有意性を示さなかった。本データの限り，
在宅勤務制度等の適用に基づく ICT 作業については，自己裁量によるものとは背景が異なると推測された。

（39）　「一日の仕事になかなか区切りをつけられない」「仕事のために自分自身や家庭のことを行う時間が十分にとれ
ない」「家庭や自分の用事をしていても仕事が気になって集中できない」の各項目について，「よくある」＝ 4 点，
～「全くない」＝ 1 点のように点数化し，3 項目の合計点を算出し（3 ～ 12 の間の値をとる変数），これを被説明
変数とした。

（40）　係数の値が正である場合，仕事によって生活時間が侵食される確率が高いと読むことができる。
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表 3　仕事による生活時間の侵食の規定要因（OLS）

モデル モデル 1 モデル 2 モデル 3
被説明変数 仕事による生活時間の侵食（点数）

B 標準誤差 B 標準誤差 B 標準誤差
定数 3.291 .277 ** 3.281 .277 ** 3.295 .277 **
性別：女性（基準：男性） -.011 .074 -.012 .074 -.014 .074
年齢 .003 .039 .002 .039 .003 .039
配偶者有無：あり（基準：なし） .267 .067 ** .268 .067 ** .267 .067 **
最終学歴（基準：中学・高校卒）
専門・短大卒 .080 .087 .087 .087 .079 .087
大学・大学院卒 .013 .078 .018 .078 .009 .078
勤め先業種（基準：製造業）
建設業 -.175 .114 -.173 .114 -.170 .114
情報通信業 -.120 .174 -.127 .174 -.119 .175
運輸業、郵便業 -.177 .135 -.180 .135 -.179 .135
卸売業、小売業 -.039 .101 -.039 .101 -.036 .101
宿泊業、飲食サービス業 .007 .177 -.002 .177 .005 .177
生活関連サービス業、娯楽業 -.222 .198 -.221 .198 -.212 .198
教育、学習支援業 .175 .186 .170 .186 .165 .186
医療・福祉 .426 .213 * .411 .213 .446 .213 *
その他サービス業 .290 .083 ** .290 .083 * .292 .083 **
職種（基準：技能・労務職）
総務・人事・経理 .111 .114 .110 .114 .115 .114
一般事務・受付・秘書 .155 .130 .156 .130 .160 .130
営業・販売 .389 .137 ** .389 .137 ** .385 .137 **
接客サービス .395 .198 * .388 .198 .394 .198 *
事務系専門職 .000 .237 .005 .238 -.006 .237
技術系専門職 .359 .156 * .361 .156 * .367 .156 *
医療・教育系専門職 .976 .269 ** .979 .269 ** .962 .269 **
勤め先従業員規模（基準：99 人以下）
100-299 人 .191 .085 * .194 .085 * .194 .085 *
300-999 人 .318 .087 ** .322 .087 ** .316 .087 **
1000 人以上 .132 .103 .136 .103 .139 .103
役職（基準：一般社員）
係長・主任クラス .302 .079 ** .304 .079 ** .302 .079 **
部長・課長クラス .315 .102 ** .322 .103 ** .318 .102 **
勤続年数 .001 .004 .001 .004 .001 .004
年収（基準：300 万円未満）
300 ～ 500 万円未満 .176 .082 * .172 .082 * .177 .082 *
500 ～ 700 万円未満 .270 .111 * .269 .111 * .268 .111 *
700 万円以上 .307 .146 * .296 .146 * .308 .146 *
労働時間制度（基準：通常の労働時
間制度）
フレックスタイム制 .228 .117 .233 .117 * .226 .117
変形労働時間制 .232 .118 * .238 .118 * .234 .118 *
みなし労働時間制 -.096 .248 -.079 .248 -.080 .249
管理監督者 .035 .153 .033 .153 .039 .153
働く場所の柔軟性：あり（基準：なし） .144 .073 .142 .073 .143 .074
月間総実労働時間 .016 .001 ** .016 .001 ** .016 .001 **
自宅での ICT 作業実施（基準：非実施） .845 .160 **
会社の制度利用有無（基準：ICT 作
業非実施）
会社の制度を利用して実施 .864 .482
上司の裁量や習慣として実施 .580 .495
自分の裁量で実施 .775 .184 **
その他 1.861 .564 **
１日の ICT 作業時間（基準：ICT 作
業非実施）
実施（30 分以下） .714 .234 **
実施（30 分超～ 1 時間以下） .556 .309
実施（1 時間超～ 2 時間以下） 1.417 .348 **
実施（2 時間超） .986 .416 *
F 値 17.824 ** 16.583 ** 16.596 **
R2 乗 0.151 0.152 0.152
調整済み R2 乗 0.143 0.143 0.143
N 3737 3737 3737
**1% 水準で有意 ,*5% 水準で有意。
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　モデル 2，3 では，自宅での ICT 作業実施の中を細かく区分して詳細な検討を行っている。モデ
ル 2 では，会社の制度利用等に関する情報を加えた変数を投入している。これを見ると，自宅での
ICT 作業非実施の場合に比べて，「自分の裁量で実施」の場合に，係数が正で統計的に有意であり，
仕事によって生活時間が侵食されやすいことがわかる（41）。一方で，「会社の制度を利用して実施」
の場合は，係数は統計的有意性を示しておらず，ワーク・ライフ・バランスを侵食するものとは言
えない。自己裁量・判断に基づいて自宅で ICT 作業（連絡・調整や文書作成等）を行っている者
において，ワーク・ライフ・バランス上の問題が生じやすいことが示されている（42）。
　モデル 3 では，自宅での ICT 作業時間に関わる変数を投入している。これを見ると，自宅での
ICT 作業非実施の場合に比べて，作業時間が長時間の場合のみならず，「実施（30 分以下）」の係
数も正で統計的に有意であり，その時間の長さによらず，自宅での ICT 作業があること自体が生
活時間の侵食につながっていることがわかる（43）。
　このように，自宅での ICT 作業は，その時間の長さにかかわらず，それ自体がワーク・ライフ・
バランスを阻害しうるものであり，それは，より特定して述べるならば，自己裁量・判断によって
行われている自宅 ICT 作業において，生活時間・生活領域が侵食される問題があることが示され
た（44）。

5　結　論

　本稿では，ICT の利用可能性拡大に伴う働く場所の柔軟化について，そうした働き方の背景お
よび課題を検討した。具体的には，ICT を活用して自宅で業務関連の作業・活動を行っている者
は，営業職や専門職等のホワイトカラー，役職者，高所得層で多いが，本データの限り，大半は在
宅勤務制度等に基づくものではなく，勤務先にも日常的に出社しつつ，自己判断の下で自宅でも連
絡・調整や文書作成等をしている実態にあった。
　そうした者が自宅で ICT 作業を行う背景には，働く場所に関わる高い自由度を有し，場所を選
ばず仕事を行えることでアウトプットを高められるというメリットがあるが，加えて，彼らに重い
業務負荷が課せられていることも関係していた。この点で言えば，自宅での ICT 作業は，勤務先
でこなしきれない仕事を自宅で行う「持ち帰り残業」に近いようにも見えるが，本稿の冒頭で述べ
たように，両者はやや異なる性格を有する。1 日あたりの作業時間がそれほど長くないこと，連
絡・調整や文書作成，情報収集といった作業内容からも，「会社でこなしきれない業務を自宅で行

（41）　「その他で実施」の係数も正で有意であるが，「その他」の中身が不明であり，解釈は控えたい。
（42）　この点で，千野（2019）の分析結果と整合するが，本稿では，ICT 作業の実態（作業内容や時間）をふまえ，

「持ち帰り残業であるから」問題を生じさせると解釈することはしていない。
（43）　「実施（30 分超～ 1 時間以下）」の係数は 5％水準では有意ではないが，10％水準では有意性を示した。
（44）　なお，分析結果は割愛するが，「仕事と生活のバランス」に対する満足度を被説明変数とした同様の分析を

行ったところ，労働時間の長さをコントロールしてもなお，自宅での ICT 作業の実施が，ワーク・ライフ・バラ
ンス満足度に負の影響をもつことが示された。
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う」性格とはやや異なると考えられるからである（45）。
　ただ，ICT 作業自体は短時間のものであっても，本来オフであるはずの時間・場所にたびたび
仕事関係の用事が持ち込まれることで生活時間が侵食され，ワーク・ライフ・バランスが阻害され
ていることも，分析から示された。特に，そうした事態は，自分の判断に基づいて適宜自宅で作業
をしている者で顕著に見られた。つまり，自己判断の下で自宅で ICT 作業を行っているにもかか
わらず，その働き方によって，自らのワーク・ライフ・バランスを阻害する結果に陥ってしまって
いた。
　こうした働き方の実態は，既存の労働時間概念をゆさぶるものでもある。自宅残業の労働時間性
については議論があり，特に，労働時間性を否定する際に労働者の「自発性」が持ち出されてき
た（46）。たしかに，労働時間概念が，使用者の指揮命令下にあることを要件とするならば，従業員の
自己裁量に基づく自宅での作業が労働時間に相当するかは，意見が分かれるところだろう。ただ，
本稿で見たように，課せられた業務負荷の重い者ほど，自宅でも「自発的に」ICT 作業を行って
いる実態は，自宅での ICT 作業が完全に自己の選択に基づくものであるかに疑問を呈するもので
ある。
　従業員が自分の判断で自宅でも適宜作業を行っている実態にあるならば，会社・上司にとって，
その仕事関連時間の総量は見えにくくなる。この点，例えば，働き方改革が進む中で会社や職場の
管理者が「残業禁止」と言う一方で，個々の従業員が「自発的に」自宅でも業務関連の作業を行
い，会社・上司が，在社時間の数値だけをモニターすることで満足するならば，大きな問題が潜在
化してしまうと言えるだろう。また，本データの限り，在宅勤務制度等に基づくケースではワー
ク・ライフ・バランス上の問題を免れていたが，社会としてテレワークを推進していく中で，ICT
時代に「働きすぎ」をいかに防ぐかが重要な論点であることに変わりはない（47）。
　本稿の分析結果から述べるならば，社員のワーク・ライフ・バランスを保つために，残業時間の
管理だけでなく，会社・上司による負荷の観点からの業務量マネジメントが必要となる。具体的に
は，業務の割り振りに留意することはもちろん，業務の進捗をこまめに把握し，場合によっては，
負荷の観点からの業務量見直し，顧客との業務量調整などを行う必要がある。もうひとつは，オフ
の時間を侵食しないための取り組みも重要である。ICT 活用が広がる中，オフの時間を守るため
に，「つながらない権利」という考え方に基づいた社会のルール作りも重要だろう（48）。職場マネジ
メントとしても，勤務時間外，休日における仕事関係の連絡は自粛するなど，従業員の生活時間を

（45）　本稿の分析には，下記のような問いに答えられない限界もある。例えば，どのような職場風土の企業において
問題が起こりやすいのか，どのようなマネジメントを行えば問題を防ぎうるのか，などである。限界として認識
し，今後の研究課題としたい。

（46）　吉田（2002）を参照。
（47）　細川（2019）でも，ICT 時代において，使用者の指揮命令下にあるものとしての「労働時間」に加え，使用

者の指揮命令下にあるとは評価しがたい時間である一方，健康確保の観点から一定のコントロールが必要とされる
時間としての新たな「労働時間」概念を構成し，こうした時間についても一定のコントロールを行っていくことが
必要と，法学の観点から論じられる。

（48）　「つながらない権利」とは，労働者が勤務時間外や休日に仕事上のメールなどへの対応を拒否できる権利のこ
とである。フランスでこれに関わる新法が 2017 年に施行されて注目された。
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考慮した対応が求められる（49）。さらには，働く者自身においても，働く場所が柔軟化する中，仕事
の成果を追い求めすぎることでワーク・ライフ・バランスが保たれにくくなるリスクを認識するこ
と，オンとオフの時間的マネジメント（自己管理）を行うことがいっそう求められるようになって
いよう。
 （たかみ・ともひろ　労働政策研究・研修機構副主任研究員）　
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